
 
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）
 

        

目
 
 
次
 

  
告
 
示
 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
 

た
件
八
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
三

 

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
六

 

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
六

 

○
都
市
計
画
事
業
を
認
可
し
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
六

 

 
公
 
告
 

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
六

 

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件
二
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
七

 
 
 
 
 

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件
二
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
七

 

 

告
 
 
示
 

福
島
県
告
示
第
二
十
一
号
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
五
年
一

月
十
五
日
か
ら
同
年
五
月
十
五
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
南
会
津
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
南
会
津
町
商
工
観
光
課
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
 

平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
  雄
 
平
 

一
  大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
 

リ
オ
ン
・
ド
ー
ル
田
島
店
 
福
島
県
南
会
津
郡
南
会
津
町
大
字
田
島
字
東
荒
井
七
十
七
ほ
か
 

二
  変
更
し
た
事
項
 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
小
池
 

代
表
取
締
役
 
小
池
 
伸
典
 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
小
池
 

代
表
取
締
役
 
小
池
 
信
介
 

三
 
変
更
し
た
年
月
日
 

平
成
二
十
四
年
七
月
二
日
 

四
 
届
出
年
月
日
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日
 

五
 
届
出
を
し
た
者
 

株
式
会
社
小
池
 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
二
十
二
号
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
五
年
一

月
十
五
日
か
ら
同
年
五
月
十
五
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
情
報
管
理
課
市

民
情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
 

平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
  雄
 
平
 

一
  大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
 

リ
オ
ン
・
ド
ー
ル
鎌
田
店
 
福
島
県
福
島
市
鎌
田
字
西
舟
戸
十
一
の
一
ほ
か
 

二
  変
更
し
た
事
項
 

１
 
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
小
池
 

代
表
取
締
役
 
小
池
 
伸
典
 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
小
池
 

代
表
取
締
役
 
小
池
 
信
介
 

２
 
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
 

（
変
更
前
）
別
紙
書
面
の
と
お
り
 

（
変
更
後
）
別
紙
書
面
の
と
お
り
 

三
 
変
更
し
た
年
月
日
 

１
 
平
成
二
十
四
年
七
月
二
日
 

２
 
別
紙
書
面
の
と
お
り
 

四
 
届
出
年
月
日
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日
 

五
 
届
出
を
し
た
者
 

株
式
会
社
小
池
 

（
「
別
紙
書
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
書
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）
 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）
 

福
島
県
告
示
第
二
十
三
号
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大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
五
年
一

月
十
五
日
か
ら
同
年
五
月
十
五
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
川
俣
町
産
業
課
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。
 

平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
  雄
 
平
 

一
  大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
 

リ
オ
ン
・
ド
ー
ル
川
俣
 
福
島
県
伊
達
郡
川
俣
町
大
字
鶴
沢
字
鶴
東
六
十
二
の
一
ほ
か
 

二
  変
更
し
た
事
項
 

１
 
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
小
池
 

代
表
取
締
役
 
小
池
 
伸
典
 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
小
池
 

代
表
取
締
役
 
小
池
 
信
介
 

２
 
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
 

（
変
更
前
）
別
紙
書
面
の
と
お
り
 

（
変
更
後
）
別
紙
書
面
の
と
お
り
 

三
 
変
更
し
た
年
月
日
 

１
 
平
成
二
十
四
年
七
月
二
日
 

２
 
別
紙
書
面
の
と
お
り
 

四
 
届
出
年
月
日
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日
 

五
 
届
出
を
し
た
者
 

株
式
会
社
小
池
 

（
「
別
紙
書
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
書
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）
 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
二
十
四
号
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
五
年
一

月
十
五
日
か
ら
同
年
五
月
十
五
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
伊
達
市
産
業
部
商
工
観
光
課
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
 

平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
  雄
 
平
 

一
  大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
 

リ
オ
ン
・
ド
ー
ル
保
原
店
 
福
島
県
伊
達
市
保
原
町
上
保
原
字
金
山
三
の
一
ほ
か
 

二
  変
更
し
た
事
項
 

１
 
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
 

（
変
更
前
）
（
仮
称
）
リ
オ
ン
・
ド
ー
ル
保
原
店
 

（
変
更
後
）
リ
オ
ン
・
ド
ー
ル
保
原
店
 

２
 
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
小
池
 

代
表
取
締
役
 
小
池
 
伸
典
 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
小
池
 

代
表
取
締
役
 
小
池
 
信
介
 

３
 
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
 

（
変
更
前
）
別
紙
書
面
の
と
お
り
 

（
変
更
後
）
別
紙
書
面
の
と
お
り
 

三
 
変
更
し
た
年
月
日
 

１
 
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
六
日
 

２
 
平
成
二
十
四
年
七
月
二
日
 

３
 
別
紙
書
面
の
と
お
り
 

四
 
届
出
年
月
日
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日
 

五
 
届
出
を
し
た
者
 

株
式
会
社
小
池
 

（
「
別
紙
書
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
書
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）
 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
二
十
五
号
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
五
年
一

月
十
五
日
か
ら
同
年
五
月
十
五
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
本
宮
市
産
業
部
商
工
観
光
課
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
 

平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
  雄
 
平
 

一
  大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
 

リ
オ
ン
・
ド
ー
ル
ガ
ー
デ
ン
本
宮
 
福
島
県
本
宮
市
高
木
字
平
内
六
十
五
ほ
か
 

二
  変
更
し
た
事
項
 

１
 
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
小
池
 

代
表
取
締
役
 
小
池
 
伸
典
 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
小
池
 

代
表
取
締
役
 
小
池
 
信
介
 

２
 
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
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（
変
更
前
）
別
紙
書
面
の
と
お
り
 

（
変
更
後
）
別
紙
書
面
の
と
お
り
 

三
 
変
更
し
た
年
月
日
 

平
成
二
十
四
年
七
月
二
日
 

四
 
届
出
年
月
日
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日
 

五
 
届
出
を
し
た
者
 

株
式
会
社
小
池
 

（
「
別
紙
書
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
書
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）
 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
二
十
六
号
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
五
年
一

月
十
五
日
か
ら
同
年
五
月
十
五
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
商
工
観
光
部
商
工
振
興

課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
 

平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
  雄
 
平
 

一
  大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
 

リ
オ
ン
・
ド
ー
ル
郡
山
東
店
 
福
島
県
郡
山
市
西
田
町
大
田
字
金
堀
百
六
十
一
番
地
ほ
か
 

二
  変
更
し
た
事
項
 

１
 
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
小
池
 

代
表
取
締
役
 
小
池
 
伸
典
 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
小
池
 

代
表
取
締
役
 
小
池
 
信
介
 

２
 
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
 

（
変
更
前
）
別
紙
書
面
の
と
お
り
 

（
変
更
後
）
別
紙
書
面
の
と
お
り
 

三
 
変
更
し
た
年
月
日
 

１
 
平
成
二
十
四
年
七
月
二
日
 

２
 
別
紙
書
面
の
と
お
り
 

四
 
届
出
年
月
日
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日
 

五
 
届
出
を
し
た
者
 

株
式
会
社
小
池
 

（
「
別
紙
書
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
書
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）
 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
二
十
七
号
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
五
年
一

月
十
五
日
か
ら
同
年
五
月
十
五
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
須
賀
川
市
産
業
部
商
工
労
政
課

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
 

平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
  雄
 
平
 

一
  大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
 

リ
オ
ン
・
ド
ー
ル
須
賀
川
東
 
福
島
県
須
賀
川
市
仲
の
町
四
十
の
一
ほ
か
 

二
  変
更
し
た
事
項
 

１
 
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
小
池
 

代
表
取
締
役
 
小
池
 
伸
典
 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
小
池
 

代
表
取
締
役
 
小
池
 
信
介
 

２
 
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
 

（
変
更
前
）
別
紙
書
面
の
と
お
り
 

（
変
更
後
）
別
紙
書
面
の
と
お
り
 

三
 
変
更
し
た
年
月
日
 

１
 
平
成
二
十
四
年
七
月
二
日
 

２
 
別
紙
書
面
の
と
お
り
 

四
 
届
出
年
月
日
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日
 

五
 
届
出
を
し
た
者
 

株
式
会
社
小
池
 

（
「
別
紙
書
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
書
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）
 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
二
十
八
号
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
五
年
一

月
十
五
日
か
ら
同
年
五
月
十
五
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
田
村
市
産
業
部
商
工
観
光
課
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
 

平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
  雄
 
平
 

一
  大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
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リ
オ
ン
・
ド
ー
ル
ガ
ー
デ
ン
船
引
 
福
島
県
田
村
市
船
引
町
字
川
代
七
十
八
ほ
か
 

二
  変
更
し
た
事
項
 

１
 
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
小
池
 

代
表
取
締
役
 
小
池
 
伸
典
 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
小
池
 

代
表
取
締
役
 
小
池
 
信
介
 

２
 
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
 

（
変
更
前
）
別
紙
書
面
の
と
お
り
 

（
変
更
後
）
別
紙
書
面
の
と
お
り
 

三
 
変
更
し
た
年
月
日
 

平
成
二
十
四
年
七
月
二
日
 

四
 
届
出
年
月
日
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日
 

五
 
届
出
を
し
た
者
 

株
式
会
社
小
池
 

（
「
別
紙
書
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
書
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）
 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
二
十
九
号
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
 

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十
 

五
年
一
月
十
五
日
か
ら
同
年
二
月
十
五
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り

課
、
福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
商
工
観
光
部
商

工
振
興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
 

平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
  雄
 
平
 

一
  意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
 

仙
台
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
郡
山
店
 
福
島
県
郡
山
市
燧
田
百
九
十
五
番
地
ほ
か
 

二
  法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
郡
山
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
 

意
見
な
し
。
 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
三
十
号
 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
南
会
津
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。
 平

成
二
十
五
年
一
月
十
五
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

（
道
路
計
画
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
三
十
一
号
 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。
 

平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
施
行
者
の
名
称
 
福
島
市
 

二
 
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称
 
 

県
北
都
市
計
画
道
路
事
業
 
三
・
五
・
百
十
六
号
 
曽
根
田
町
桜
木
町
線
 

三
  事
業
施
行
期
間
 
平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
 

四
 
事
業
地
 
収
用
の
部
分
 
福
島
市
天
神
町
並
び
に
宮
下
町
地
内
 

使
用
の
部
分
 
な
し
 

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
）
 

 

公
 
 
告
 

           
県
道
高
陦

田
島
線
 

路

線

名
 

南
会
津
郡
下
郷
町
大
字
高

陦
字
寄
神
乙
一
六
七
四
番

一
地
先
か
ら
 

同
 
 
郡
同
 
町
大
字
湯

野
上
字
寄
上
乙
一
三
五
九

番
二
地
先
ま
で
 

区
 
 
 
 
 
 
間
 

変
更
後
 

変
更
前
 

変
更
前
変

更
後
の
別
 

 
 
一
一
・
〇
〜

三
六
・
二

 
 
一
一
・
〇
〜
 

三
六
・
二
 

敷

地

の

幅

員
 

（
メ
ー
ト
ル
）
 

 
五
六
五
・
〇

 
 

五
六
五
・
〇

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

公
告
第
１
４
号
 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
福
島
県
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
モ
バ

イ
ル
ア
ク
セ
ス
基
盤
構
築
業
務
の
委
託
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方
公

共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第
372号

。
以
下
「
特
例
政
令
」
と
い
う
。
）
第
11条

及
び
福
島
県
財
務
規
則
（
昭
和
39年

福
島
県
規
則
第
17号

）
第
274条

の
11第

１
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
 

平
成
25年

１
月
15日

 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

１
 
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
 

福
島
県
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
モ
バ
イ
ル
ア
ク
セ
ス
基
盤
構
築
業
務
 
一
式
 

２
 
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地
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             公
告
第
十
五
号
 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
 

平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
 

平
成
二
十
五
年
一
月
四
日
 

二
 
名
称
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
み
な
み
あ
い
づ
森
林
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
 

三
 
代
表
者
の
氏
名
 

室
井
 
武
 

四
 
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
 

福
島
県
南
会
津
郡
南
会
津
町
田
島
字
鎌
倉
崎
乙
三
十
六
番
地
 

五
 
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的
 

こ
の
法
人
は
、
南
会
津
地
方
は
古
く
か
ら
豊
か
な
森
林
資
源
を
背
景
と
し
て
、
素
材
生
産
や
製
材

業
等
の
林
産
業
が
盛
ん
な
地
域
で
あ
っ
た
が
、
近
年
は
国
産
材
の
低
迷
な
ど
林
業
を
取
り
巻
く
厳
し

い
現
状
の
中
、
産
業
全
体
が
疲
弊
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
林
業
の

持
つ
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
プ
ラ
ス
に
転
換
し
て
い
く
た
め
に
、
地
域
の
林
産
業
に
関
わ
る
者
同
士

が
連
携
し
、
豊
か
な
森
林
資
源
の
多
面
的
な
有
効
活
用
に
よ
る
地
域
全
体
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。
 

（
文
化
振
興
課
）
 

 公
告
第
十
六
号
 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
 

平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
 

平
成
二
十
五
年
一
月
七
日
 

二
 
名
称
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
多
文
化
互
恵
創
造
ネ
ッ
ト
 

三
 
代
表
者
の
氏
名
 

程
 
子
学
 

四
 
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
 

福
島
県
南
会
津
郡
下
郷
町
大
字
澳
田
字
塔
ノ
脇
千
四
百
九
十
番
地
一
 

五
 
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的
 

こ
の
法
人
は
、
留
学
生
を
は
じ
め
と
す
る
外
国
人
（
以
下
、
「
留
学
生
等
の
外
国
人
」
と
い
う
。
）

に
対
し
て
地
域
住
民
・
企
業
と
の
交
流
を
通
じ
て
、
生
活
支
援
・
定
着
支
援
な
ど
を
行
う
と
と
も
に
、

地
域
住
民
・
企
業
に
対
し
て
も
各
国
文
化
へ
の
理
解
を
促
進
さ
せ
、
留
学
生
等
の
外
国
人
に
よ
る
地

域
と
母
国
の
橋
渡
し
、
及
び
彼
ら
が
有
す
る
海
外
発
展
動
向
と
情
報
技
術
を
活
用
す
る
事
業
を
行
う

こ
と
で
、
留
学
生
等
の
外
国
人
と
地
域
住
民
が
互
い
に
恵
み
あ
い
、
多
様
な
価
値
観
を
持
ち
な
が
ら

支
え
合
う
地
域
社
会
の
創
造
に
貢
献
し
、
地
域
国
際
化
と
地
域
経
済
活
性
化
の
促
進
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。
 

（
文
化
振
興
課
）
 

 公
告
第
十
七
号
 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。
 

平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

土
地
改
良
区
の
名
称
 

安
積
疏
水
土
地
改
良
区
 

退
任
し
た
役
員
 

役
別
 
氏
名
 
 
 
 
 
住
所
 

理
事
 
本
田
 
陸
夫
 
 
郡
山
市
喜
久
田
町
前
田
沢
一
丁
目
一
四
番
地
 

同
 
 
渡
邉
 
武
夫
 
 
須
賀
川
市
北
横
田
字
新
田
一
三
四
番
地
 

同
 
 
渡
邊
 
雄
一
 
 
本
宮
市
仁
井
田
字
上
野
台
一
一
番
地
 

同
 
 
堀
田
 
進
 
 
 
郡
山
市
片
平
町
字
西
久
保
四
八
番
地
 

同
 
 
岡
部
 
次
男
 
 
同
 
市
片
平
町
字
深
谷
上
屋
敷
三
番
地
 

同
 
 
橋
本
 
壽
一
 
 
同
 
市
三
穂
田
町
山
口
字
山
田
一
七
五
番
地
 

同
 
 
佐
藤
 
春
男
 
 
須
賀
川
市
越
久
字
谷
知
畑
一
三
〇
番
地
 

同
 
 
七
海
 
勝
也
 
 
郡
山
市
安
積
町
成
田
字
東
丸
山
五
七
番
地
 

同
 
 
宗
形
 
良
伊
 
 
同
 
市
堤
二
丁
目
一
八
番
地
 

同
 
 
岡
部
 
新
次
 
 
須
賀
川
市
仁
井
田
字
舘
内
八
五
番
地
 

同
 
 
神
谷
 
吉
弘
 
 
郡
山
市
三
穂
田
町
鍋
山
字
上
屋
敷
一
六
番
地
 

福
島
県
企
画
調
整
部
情
報
統
計
総
室
情
報
シ
ス
テ
ム
課
 
福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
２
番
16号

 
３
 
落
札
者
を
決
定
し
た
日
 

平
成
24年

11月
13日

 
４
 
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所
 

東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
 
東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
三
丁
目
19番

２
号
 

５
 
落
札
金
額
 

94,920,000円
 

６
 
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
 

一
般
競
争
入
札
 

７
 
特
例
政
令
第
６
条
の
公
告
を
行
っ
た
日
 

平
成
24年

10月
２
日
 

（
情
報
シ
ス
テ
ム
課
）
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同
 
 
古
川
 
常
雄
 
 
同
 
市
三
穂
田
町
富
岡
字
一
本
杉
五
番
地
 

同
 
 
廣
田
 
耕
一
 
 
同
 
市
日
和
田
町
字
南
原
二
番
地
の
一
一
一
 

同
 
 
橋
本
 
幸
一
 
 
同
 
市
●
瀬
町
多
田
野
字
河
田
堀
四
一
番
地
 

同
 
 
佐
藤
 
憲
保
 
 
同
 
市
喜
久
田
町
字
菖
蒲
池
二
二
番
地
の
四
六
六
 

同
 
 
橋
本
 
克
也
 
 
須
賀
川
市
越
久
字
舘
一
〇
一
番
地
 

監
事
 
國
分
 
鉃
之
助
 
郡
山
市
熱
海
町
安
子
島
字
町
四
一
番
地
 

同
 
 
吉
田
 
栄
一
 
 
須
賀
川
市
西
川
字
池
ノ
上
一
八
番
地
一
八
 

就
任
し
た
役
員
 

役
別
 
氏
名
 
 
 
 
 
住
所
 

理
事
 
本
田
 
陸
夫
 
 
郡
山
市
喜
久
田
町
前
田
沢
一
丁
目
一
四
番
地
 

同
 
 
渡
邉
 
武
夫
 
 
須
賀
川
市
北
横
田
字
新
田
一
三
四
番
地
 

同
 
 
橋
本
 
壽
一
 
 
郡
山
市
三
穂
田
町
山
口
字
山
田
一
七
五
番
地
 

同
 
 
堀
田
 
進
 
 
 
同
 
市
片
平
町
字
西
久
保
四
八
番
地
 

同
 
 
七
海
 
勝
也
 
 
同
 
市
安
積
町
成
田
字
東
丸
山
五
七
番
地
 

同
 
 
佐
藤
 
春
男
 
 
須
賀
川
市
越
久
字
谷
知
畑
一
三
〇
番
地
 

同
 
 
岡
部
 
新
次
 
 
同
 
 
市
仁
井
田
字
舘
内
八
五
番
地
 

同
 
 
古
川
 
常
雄
 
 
郡
山
市
三
穂
田
町
富
岡
字
一
本
杉
五
番
地
 

同
 
 
廣
田
 
耕
一
 
 
同
 
市
日
和
田
町
字
南
原
二
番
地
の
一
一
一
 

同
 
 
渡
邊
 
雄
一
 
 
本
宮
市
仁
井
田
字
上
野
台
一
一
番
地
 

同
 
 
橋
本
 
幸
一
 
 
郡
山
市
●
瀬
町
多
田
野
字
河
田
堀
四
一
番
地
 

同
 
 
阿
部
 
伊
一
 
 
同
 
市
大
槻
町
字
太
田
東
一
四
四
番
地
の
二
 

同
 
 
伊
東
 
喜
一
 
 
同
 
市
片
平
町
字
南
中
町
三
五
番
地
 

同
 
 
河
治
 
勝
一
 
 
同
 
市
片
平
町
字
庚
坦
原
一
四
番
地
 

同
 
 
佐
藤
 
憲
保
 
 
同
 
市
喜
久
田
町
字
菖
蒲
池
二
二
番
地
の
四
六
六
 

同
 
 
根
本
 
匠
 
 
 
同
 
市
咲
田
二
丁
目
二
〇
番
地
二
号
 

監
事
 
吉
田
 
栄
一
 
 
須
賀
川
市
西
川
字
池
ノ
上
一
八
番
地
一
八
 

同
 
 
國
分
 
鉃
之
助
 
郡
山
市
熱
海
町
安
子
島
字
町
四
一
番
地
 

同
 
 
馬
場
 
亨
守
 
 
本
宮
市
本
宮
字
大
森
二
二
番
地
の
一
〇
 

（
農
村
計
画
課
）
 

 公
告
第
十
八
号
 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。
 

平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

土
地
改
良
区
の
名
称
 

矢
吹
西
部
土
地
改
良
区
 

退
任
し
た
役
員
 

役
別
 
氏
名
 
 
 
 
 
住
所
 

理
事
 
兼
子
 
司
 
 
 
岩
瀬
郡
天
栄
村
大
字
白
子
字
東
原
三
番
地
 

就
任
し
た
役
員
 

役
別
 
氏
名
 
 
 
 
 
住
所
 

理
事
 
鈴
木
 
和
夫
 
 
白
河
市
大
工
町
三
八
番
地
三
 

同
 
 
添
田
 
勝
幸
 
 
岩
瀬
郡
天
栄
村
大
字
上
松
本
字
荒
井
屋
敷
二
番
地
 

同
 
 
久
保
木
 
正
大
 
西
白
河
郡
泉
崎
村
大
字
太
田
川
字
居
平
五
〇
番
地
 

（
農
村
計
画
課
）
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